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御殿場市農業委員会



開催日時 平成３０年８月１０日（金）午後２時００分から２時４６分 

開催場所 御殿場市民会館 ３階 第７会議室 

出席委員 （２８人） 

１番 原   卓 己 君       ２番 中 村 克 則 君 

３番 勝 亦 慶 徳 君       ４番 芹 澤 行 雄 君 

５番 田 代 眞 吾 君       ７番 勝 又 英 夫 君 

８番 勝 又 秀 一 君      １０番 芹 澤 高 雄 君 

１１番 杉 山 正一郎 君      １２番 勝 又 俊 治 君 

１３番 杉 山 照 信 君      １４番 根 上   豊 君 

１５番 髙 村 盛 司 君      １６番 野 村 進 吾 君 

１７番 土 屋 好 勝 君      １８番 水 口 光 一 君 

１９番 田 代 壽 信 君      ２０番 芹 澤 賢 治 君 

２１番 鈴 木 末 廣 君      ２２番 土 屋 耕 一 君 

２３番 土 屋 多嘉雄 君      ２４番 鈴 木 良 逸 君 

２５番 勝間田 喜 晴 君      ２６番 野 木 美佐雄 君 

                   ２８番 鎌 野 哲 夫 君 

２９番 根 上 守 人 君      ３０番 滝 口   勉 君 

３１番 勝 又 義 美 君 

 

欠席委員 （１人） 

    

    ２７番 佐 藤 一 吉 君      

    

 

議事日程 

１  開    会 

２ 会長あいさつ 

３  議事録署名人の指名について 

４  会議書記の指名について 

５ 報 第８号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理について 

 報 第９号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理について 

６ 議案第２１号 農地法第３条の規定による許可申請書の決定について 

  議案第２２号 農地法第４条の規定による許可申請書の決定について 

  議案第２３号 農地法第５条の規定による許可申請書の決定について 

  議案第２４号 非農地証明申請書の決定について 

  ７ そ の 他 

  ８ 閉  会 

 

農業委員会事務局職員 

  勝亦 俊次   井上 裕次   浅水 隆司   鈴木 愛   杉山 啓介 



会議の概要 

事務局 
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会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 
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会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

ただ今から平成３０年度第５回総会を開会いたします。 

本日は、２７番 佐藤一吉委員が欠席でございますが、過半数の出席で総会は成立し

ておりますので開会を宣言いたします。 

 

     （会長あいさつ） 

 

 

それでは、会議に先立ち議事録署名人に ３番 勝亦慶徳委員、４番 芹澤行雄委員

を指名いたします。書記に、鈴木書記を指名いたします。 

 

次に報告事項に入ります。 

報第８号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理について事

務局より報告を求めます。 

 

報第８号 御殿場市農業委員会規程第１１条第１項第１号の規定により、事務局長が

専決したので同条第２項の規定により次のとおり報告する。８月１０日報告。今月の４

条報告は１件でございます。 

（番号１について内容読み上げ） 

以上でございます。 

 

ただいまの報告について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

（質問、意見等 なし） 

 

無いようですので、これらは報告案件ですので、了解いただきたいと存じます。 

 

報第９号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理について事

務局より報告を求めます。 

 

 報第９号 御殿場市農業委員会規程第１１条第１項第１号の規定により、事務局長が

専決したので同条第２項の規定により次のとおり報告する。８月１０日報告。今月の５

条報告は３件でございます。 

（番号１～３について内容読み上げ） 

以上でございます。 

 

ただいまの報告について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

（質問、意見等 なし） 

 

無いようですので、これらは報告案件ですので、了解いただきたいと存じます。 



 

会長 
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２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１番委員 

 

 

 

次に議案に入ります。 

議案第２１号 農地法第３条の規定による許可申請書の決定について を議題としま

す。 

事務局に議案の説明を求めます。 

 

 議案第２１号 次のとおり、農地法第３条の規定による許可申請書が提出されたので、

委員会の決定に附す。８月１０日提出。今月の３条は４件でございます。 

 

 番号１ （議案書の内容読み上げ）田 27㎡ 

譲受人は、経営規模拡大のため譲渡人より買い受けるものです。 

 

番号２ （議案書の内容読み上げ）田・畑 計 0.03㎡ 

譲受人は、営農型太陽光発電設備（門扉）設置による基礎変更のため譲渡人より借り

受けるものです。 

 

番号３ （議案書の内容読み上げ）田 0.05㎡ 

譲受人は、営農型太陽光発電設備（門扉）設置による基礎変更のため譲渡人より借り

受けるものです。 

 

番号４ （議案書の内容読み上げ）畑 2,093㎡ 

譲渡人は、配偶者である譲受人に贈与するものです。 

 

番号１～４について、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たすと考えます。 

以上でございます。 

 

続いて担当委員より調査結果の報告を求めます。 

 

番号１ですが、７月３０日、譲受人と現地にて、譲渡人とは自宅にて調査いたしまし

た。 

申請行為については、本人が申請したもので間違いありません。 

内容についてですが、譲受人は経営規模拡大のため、譲渡人より買い受けるものです。

その昔、農道が通った際に残地として残ってしまった所を譲受人がずっと長年、草刈管

理をしていたということで、ここで買い受けるということになりました。 

その他の許可要件につきましては、すべて適合しております。 

以上です。 

 

番号２ですが、７月３１日、申請人と現地にて調査いたしました。 

現場の責任者から色々聞いた結果ですけれども、下に草も生えたり、榊もだんだん大

きくなってきたりするために、出入りを良くするために今回の申請を提出したというこ
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会長 

 

事務局長 

 

会長 

 

事務局長 

 

会長 

とです。現場で、出入りする時に確認してきましたけれども、まだきちっと整理されて

いませんでしたので、お願いをして帰ってきました。西側に一箇所、東側に一箇所、設

置する予定だそうです。調査相手は第１太陽光発電所現場責任者ですので、よく中身が

分からない点もありましたけれども、一応確認をしてきました。 

以上です。 

 

番号３ですが、第１と第２は同じですけれども、場所がちょっと違うだけで、門扉を

新たに造るということで、作業性も良くなり仕事がやりやすいということで、現場責任

者もそう言っておりました。できることになって良かったというような話でした。 

その他の項目については適合しておりますので、問題ないと思います。 

以上です。 

 

番号４ですが、８月４日に譲受人と電話にて、８月５日に譲渡人と現地にて調査いた

しました。 

申請行為については、本人は申請したもので間違いありません。 

内容についてですが、譲渡人と譲受人の関係は夫婦です。譲渡人は申請農地を耕作管

理していましたが、今回、譲受人に無償譲渡するための申請です。 

その他の許可要件につきましては、すべて適合しております。 

以上でございます。 

 

ただいまから、質疑に入ります。本案についてご意見、質問等ございませんか。 

 

この番号２、３については、0.08㎡とか、本当に点だよね。この図面から見ると 1枚

が何反部という感じだけど、問題ないですか。では、他は営農型太陽光発電をやってい

るわけですか。 

 

今回の申請なのですが、太陽光の周りにフェンスを一周回してありまして、出入り口

を作りたいということで、通常のフェンスの基礎の他に、ドア扉の下の基礎を付けたと、

その分面積が増えてしまって変更の届けということです。この業者がとても真面目で、

正確な申請をしてくれているということでございます。それで、中のほうのサカキはき

れいに用立てをして、今、耕作をして作っている状況でございます。 

 

では、これだけ増えたということだ。 

 

そうです。 

 

全体的には問題ないということですか。 

 

問題ないです。 

 

その他、ご意見、質問等ございませんか。 
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事務局 
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会長 

 

 

 

（質問、意見等 なし） 

 

無いようですので、本案について賛成の方は挙手願います。 

 

   （全員挙手） 

 

 全員賛成のようですので、本案については、原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第２２号 農地法第４条の規定による許可申請書の決定について 

を議題とします。 

事務局に議案の説明を求めます。 

 

 議案第２２号 次のとおり、農地法第４条の規定による許可申請書が提出されたので、

委員会の決定に附す。８月１０日提出。今月の案件は１件でございます。 

 

 番号１ （議案書の内容読み上げ）田 95㎡ 

転用内容は、住宅敷地の拡張、駐車場 2台の整備です。 

 農地の区分は、街区の面積に占める宅地の割合が 40％を超えるため、第３種農地に区

分されます。 

以上でございます。 

 

続いて担当農業委員より調査結果の報告を求めます。 

 

担当委員である２７番委員から代読の申し出がありましたため、事務局が代わりに調

査報告をいたします。 

番号１ですが、７月３１日、申請人と現地にて調査いたしました。 

 申請行為については、本人がしたものであり、内容に間違いはありません。 

転用理由については、玉穂小学校と西中学校の通学路となっている市道の歩道拡張の

ため、宅地を一部収用され、駐車スペースを確保できなくなったため、申請地である田

を転用し、駐車場として利用するものです。 

その他の要件につきましては、すべて適合しております。 

以上でございます。 

 

 ただいまから、質疑に入ります。本案についてご意見、質問等ございませんか。 

  

（質問、意見等 なし） 

 

無いようですので、本案について賛成の方は挙手願います。 

 

   （全員挙手） 
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１９番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９番委員 

 

 

 

 

 全員賛成のようですので、本案については、原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第２３号 農地法第５条の規定による許可申請書の決定について 

を議題とします。 

事務局に議案の説明を求めます。 

 

 議案第２３号 次のとおり、農地法第５条の規定による許可申請書が提出されたので、

委員会の決定に附す。８月１０日提出。今月の案件は３件でございます。 

 

 番号１ （議案書の内容読み上げ）田・畑 計 340㎡ 

転用内容は、贈与により住宅敷地の拡張、駐車場 4台の整備です。 

農地の区分は、街区の面積に占める宅地面積の割合が 40％を超えるため、第３種農地

に区分されます。 

 

 番号２ （議案書の内容読み上げ）畑 91㎡ 

転用内容は、贈与により住宅敷地の拡張です。 

農地の区分は、街区の面積に占める宅地面積の割合が 40％を超えるため、第３種農地

に区分されます。 

 

番号３ （議案書の内容読み上げ）畑 1,984㎡ 

転用内容は、使用貸借により太陽光発電設備の設置です。 

 農地の区分は、いずれの農地区分の要件にも該当しないため、第２種農地に区分され

ます。 

以上でございます。 

 

続いて担当農業委員より調査結果の報告を求めます。 

 

番号１ですが、８月４日、申請人双方と現地にて調査いたしました。 

 譲受人と譲渡人は叔父と甥の関係であり、申請人双方とも、申請行為については本人

が申請したものであり、内容に間違いはありません。 

 転用理由についてですが、譲受人は自宅が新東名高速道路に収用され、昨年５月に現

住所に移転しましたが、このほど、移転先に隣接するおいが所有する新東名収用残地等

の土地を譲り受け、駐車場として利用するための申請であります。 

 その他の許可要件については、すべて適合しております。 

以上でございます。 

 

番号２ですが、８月４日、申請人双方と現地にて調査いたしました。 

 譲受人と譲渡人は兄弟であり、申請人双方とも申請行為については、本人が申請した

ものであり、内容に間違いはありません。 

 転用理由についてですが、譲受人は現住所に移転した時、移転先に隣接する兄が所有
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会長 

 

２４番委員 

 

する土地を譲り受けて、道路からの目隠しと防犯のために遮蔽物を設けるための申請で

す。 

 その他の許可要件については、すべて適合しております。 

以上でございます。 

 

番号３ですが、８月１日、申請人と現地にて調査いたしました。 

 申請行為につきましては、譲受人と譲渡人は夫婦であり、申請人双方とも、申請行為

については本人が申請したもので、内容に間違いはありません。 

 転用理由ですが、以前、駒門工専の用地の代替地として、申請された土地を入手しま

したが、当初のうちは芝の生産をしていたが、芝の不況と遠方であるため次第に手入れ

ができなくなり、最近は年１回草刈を行う程度でした。私が農地の調査に行った時も、

ちょっと間違うと耕作放棄地かなと思われるような土地であります。そこの土地を、会

社(譲受人)として太陽光発電を行うこととした、ということです。 

 その他の許可要件については、すべて適合しております。 

以上でございます。 

 

 ただいまから、質疑に入ります。本案についてご意見、質問等ございませんか。 

 

   （質問、意見等 なし） 

 

無いようですので、本案について賛成の方は挙手願います。 

 

   （全員挙手） 

 

 全員賛成のようですので、本案については、原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第２４号 非農地証明申請書の決定について を議題とします。 

事務局に議案の説明を求めます。 

 

 議案第２４号 次のとおり、非農地証明申請書が提出されたので、委員会の決定に附

す。８月１０日提出。今月の案件は２件でございます。 

 

番号１ （議案書の内容読み上げ）登記地目 畑、現況 山林 898㎡ 

 

番号２ （議案書の内容読み上げ）登記地目 田、現況 宅地 338㎡ 

以上でございます。 

 

続いて委員より調査結果の報告を求めます。 

 

 番号１ですが、８月２日、申請人と現地にて調査いたしました。 

 申請行為については、本人が申請したもので内容に間違いはありません。 
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 現地の状況については、竹、雑木が生い茂っております。 

 転用経緯については、年月は不詳ですが、昭和５７年（３６年前）より竹林として説

明を受けていたので、今まで山林だと思っていたそうです。 

 所定の手続きをしなかった理由については、今言ったように、山林と思っていた。た

だ、最近、隣地の境界の立合いに行った時に、地目が畑になっているということだった

ので、今、申請をするということです。 

 その他の許可要件につきましては、すべて適合しております。 

 以上でございます。 

 

 番号２ですが、８月１日、申請人と自宅及び現地にて調査いたしました。 

 申請行為につきましては、本人が申請したもので間違いはありません。 

 現地の状況ですが、既にここは宅地でしたので、道路に面している宅地で、クリーニ

ング店を建設中ということでした。 

 転用経緯につきましては、昭和４４年頃とのことで、１０年以上経過しているので問

題ないと思います。 

 所定の手続きをしなかった理由ですが、法令に不認識だったために滞っておったとい

うことでございます。 

 農地への回復については、市街化区域であり宅地として利用されております。 

 農業生産力の高さについては、市街化区域でありますので、農地ではございません。 

 他法令に抵触はありません。 

 以上でございます。 

 

 ただいまから、質疑に入ります。本案についてご意見、質問等ございませんか。 

 

   （質問、意見等 なし） 

 

無いようですので、本案について賛成の方は挙手願います。 

 

   （全員挙手） 

 

 全員賛成のようですので、本案については、原案のとおり決定いたします。 

 

その他事務局から報告があればお願いします。 

 

（報告事項） 

１．７月豪雨災害義援金のお願いについて 

２．農業会議情報について 

３．会議等出席依頼（報告）について 

４．次回総会 ９月１０日（月）午後２時００分 市民会館 ３階第７会議室にて 

５．農作物の消毒について 

 



事務局長  それでは、以上をもちまして、平成３０年度第５回総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長                                                              

 

 

議事録署名人    ３番                                               

 

 

議事録署名人    ４番                                 

 


